
子ども総合窓口 その他の子育て支援事業

妊娠 妊娠届受理（妊婦面接８割、母子手帳交付）

　 妊婦健康診査（出産まで計１４回の公費助成）

　 医療機関から要養育支援者情報提供票（妊婦版）を受理

　パパママ教室（両親学級）（赤ちゃんとの触れ合い）

出生（在宅） 出生連絡票受理（受理後、全件内容確認と電話） 子ども成長見守りシステムによる見守り支援

   医療機関から要養育支援者情報提供票（乳児版）を受理 子ども成長見守りシステムによる見守り支援

１か月 　乳児一般健康診査（個別）

低出生体重児・未熟児訪問指導 子ども成長見守りシステムによる見守り支援

新生児・産婦訪問（３か月ごろまで）

２か月（保育所） 　２か月児育児相談会

こんにちは赤ちゃん訪問（４か月ごろまで）

４か月 ４か月児健診（集団健診）未受診者対応

１０か月 　乳児後期健康診査（個別）

１歳

１歳６か月 １歳６か月児健診（集団健診）未受診者対応

　おもちゃであそぼう（出張子育てひろば等の紹介）開催 発達支援、療育

３歳（幼稚園）

３歳６か月 ３歳６か月児健診（集団健診）未受診者対応

　

就学

妊娠期から子育て期の切れ目ない一体的な子育て支援

母子保健事業

◆ 保育所、認定子ども園、幼稚園の制度紹介と手続き
◆ 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当
    の制度紹介と手続き
◆ 学童保育の制度紹介と手続き
◆ ひとり親相談、ひとり親法律相談

               早期療育事業推進会議

◆発達相談、保育所・幼稚園巡回相談
◆あいあい園などの障害児通所支援
　 保育所支援保育、幼稚園支援教育
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● 貧困の連鎖の根絶をめざし、支援の必要な子どもの
　 早期発見、早期支援

● システムのデータや関係機関からの情報により子ど
　 も成長見守り室が支援についてコントロール

● 支援施策の有用性を検討するモニタリングの実施

● データの蓄積による施策の効果検証及び拡充・見直
　 しの実施

　　　　　　　　　　　

歩いて行ける身近な地域の相談場所

◆ 子育て支援センター

◆ 出張子育てひろば

◆ 子育てサロン

二次健診

情報提供、発信

◆ 子育て応援ガイドブック

◆ おひさまネット

    おひさまメール

子育て支援センターの各種プログ

ラム

◆ プレママひろば

◆ 親支援プログラム

◆ あそびのひろば

◆ のんびりひろば

◆ ３、４歳児集まれ　 

平成２７年度までの取り組み

 ● 健康福祉部で母子保健事業を実施して

　 いました。

 ● 家庭に必要な支援の見立て、 支援の実施

      関係機関へのつなぎや連携を行ってきま

　 した。

平成２８年度からの取り組みの効果

　① 母子保健事業を子ども未来創造局へ移し子どもすこやか室を設置、妊娠期から子育て期までの支援を 一体的に行える体制にしました。

　② 妊娠届受理後、保育教育施設や各制度の案内のため子ども総合窓口へ直接つなぐことができるようになりました。

　 　８割の妊婦に面接を行えるようになり、より早い段階から必要な支援につなぐことができるようになりました。

    ③  母子保健事業に子育ての視点を入れ、保健師、保育士の相互連携により事業を行えるようになりました。

    ④ 子ども成長見守り室を設置し、貧困の連鎖の根絶をめざし、０歳～１８歳まで切れ目なく支援する仕組みの構築を開始しました。

　　 平成２９年度から、支援が必要な貧困家庭の子どもを早期に発見し、支援をコントロールする子ども成長見守りシステムを稼働します。

①
②

③

④
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